


電気料⾦

電⼒会社

（一般電気事業者）

電源開発促進税法

電源開発促進税

販売電⼒量1kWh当たり

37.5銭

特別会計に関する法律

エネルギー対策特別会計

電源利⽤対策

原⼦⼒安全規制対策

電源開発促進鑑定

電源⽴地対策

発電用施設周辺地域整備法

電源⽴地地域対策交付⾦

原⼦⼒発電施設等周辺地域

企業⽴地⽀援事業費補助⾦

（Ｆ補助⾦）

原⼦⼒発電施設⽴地地域

基盤整備支援事業

…

発電用施設等の

⽴地⾃治体等
一

般
会
計

電⼒消費者

⃝ 電源開発促進税は、⼀般電気事業者の販売電⼒量に課税されている（37.5銭/kWh）。一般電気事
業者は、同税を電気料⾦の⼀部として転嫁しているため、実質的には電⼒消費者が税を負担。

⃝ 電源⽴地対策では、この電源開発促進税を財源として、原⼦⼒・⽔⼒・地熱等の発電用施設の設
置の促進及び運転の円滑化のため、電源⽴地地域対策交付⾦を始めとする財政措置を講じている。

電源立地地域対策の概要



電源立地地域対策交付金制度の概要
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交付⾦枠（相当部分） 算定の考え方 交付先

電源⽴地等初期対策交付⾦
電源種別と⽴地の進捗状況に基

づき、定額を交付

都道府県

所在市町村

電源⽴地促進対策交付⾦
電源種別と発電容量で交付総額

が決まり、その範囲内で自治体
が交付額を申請

都道府県

所在市町村

原⼦⼒発電施設等周辺地域交付⾦
発電容量と原発周辺市町村の世

帯数、企業の契約電⼒に応じて

交付
都道府県

電⼒移出県等交付⾦
他の都道府県に移出された発電
電⼒量に応じて交付 都道府県

原⼦⼒発電施設等⽴地地域

⻑期発展対策交付⾦
発電電⼒量と使⽤済燃料の貯蔵

量に応じて交付 所在市町村

電源⽴地地域対策交付⾦は、電源の⽴地の初期段階から運転終了までの間交付。

電気事業法上原⼦炉が廃⽌になると、その翌年度から原則交付されない。



電源立地地域対策交付金の対象事業

電源地域の振興等を図るため、幅広い事業を実施することが可能

公共用施設整備事業

理解促進事業

福祉対策事業

地域活性化事業

温排水関連事業

企業導入・産業活性化事業

給付⾦交付事業

道路、⽔道、スポーツ施設、教育⽂化施設などの公共

用施設の整備、維持補修、維持運営のための事業

先進地の⾒学会、研修会、講演会、検討会、ポス

ター・チラシ・パンフレットの製作等発電用施設など

の理解促進事業

医療施設、社会福祉施設などの整備・運営、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ

事業など地域住⺠の福祉の向上を図るための事業

地域の観光情報の発信事業、地域の人材育成事業、地

場産業支援事業等の地域活性化事業

一般家庭、工場などに対し、電気料⾦の実質的な割引

措置を⾏うための給付⾦助成措置

工業団地の造成など商工業の企業導入の促進事業、公

設試など地域の産業関連技術の振興などに寄与する施

設の整備・維持運営事業

魚介類の養殖、漁業研修、試験研究、温排⽔有効利⽤

事業導入基礎調査等の広域的な水産振興のための事業



電源立地地域対策交付金の算定方法

⃝ 電源⽴地地域対策交付⾦については、定期検査期間を除き、安全性を確保するために運転を停
止した場合は、運転を停止していた期間も平常時と同等に運転していたものとみなし、交付限
度額を算定する特例措置として「みなし交付⾦制度」が適用されている。

⃝ 東⽇本⼤震災後の⻑期停⽌についても、全国⼀律に本制度が適⽤されており、定格出⼒による
発電電⼒量の81％相当の交付⾦が交付されているが、今後、全原発が停止している状況から現
実に稼働する状況になるため、これまで全国⼀律で⾼い稼働率を前提として交付してきたもの
を、稼働実績や実際の運転状況を踏まえた⼀定の引下げを⾏うこととなった。

⃝ 国直接分は、平成28年度から段階的に引き下げ、平成32年度までに68％とする
⃝ 移出県分は、平成28年度から過去10年間の設備利⽤率の平均（上限68%）とする。

※柏崎市における移出県分のみなし稼働率は47%
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電源三法交付⾦の推移
単位：百万円
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原子力発電施設立地市町村振興交付金
（新潟県核燃料税）

⃝ 新潟県では、原⼦⼒発電所の安全対策、環境保全対策や非常時の防災対策、原⼦⼒⽴地地域の
生活の安定福祉の向上等の施策を推進するため、法定外普通税として核燃料税を導⼊しており、
この税収の概ね2割相当額を⽴地⾃治体（柏崎市・刈羽村）に交付⾦として交付。

⃝ 平成26年11月の改正により、価格割の他に出⼒割を導⼊し、税率を14.5％から17％相当に引
き上げ。

⃝ 柏崎市の交付額は、新潟県の税収額の１６％相当分
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単位：百万円



事業目的別の交付金内訳
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柏崎市の原発関連歳入
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